
【別紙２】 

同性パートナーシップ制度の導入に関連した行政サービス一覧 
（令和８年４月１日現在） 

サービス名称 サービス内容 必要な要件等 
受領証 
提示 

担当課 

区営住宅の入居 
高齢者向けに配慮された
住宅で、住宅にお困りの高
齢者の方に提供 

・現に同居し、又は同居し
ようとする親族等 

要 

福祉部 
福祉推進課 
地域福祉係 
内線2616 

災害弔慰金の支給 
災害により死亡した区民の
遺族に対して災害弔慰金
を支給 

・遺族 
・婚姻関係と同様の状態 
（内縁関係含む） 

要 

福祉部 
福祉推進課 
地域福祉係 
内線2616 

区民住宅の入居 

「特定優良賃貸住宅の供
給の促進に関する法律」に
基づく中堅所得者層の家
族世帯を対象として住宅を
提供 

・現に同居し、又は同居し
ようとする親族等 

要 

防災都市づくり部 
住まい街づくり課 
住宅係 
内線2824 

各種保育サービス 
保育の必要性のある家庭
へ保育園での受入れ等の
保育サービスを提供 

・婚姻関係と同様の状態 
（内縁関係含む） 

不要 

子ども家庭部 
保育課 
入園相談係 
内線3825 

放課後児童健全育成
事業（学童クラブ） 

保護者の就労等により放課
後帰宅しても適切な保護が
受けられない児童に、一定
時間、遊びと生活の場を提
供 

・婚姻関係と同様の状態 
（内縁関係含む） 

不要 

教育委員会事務
局 
登校・放課後サポ
ート課 
事業支援係 
内線 3834 

里親の登録 

社会的養護（親の疾病、虐
待等様々な理由により家族
と離れて暮らす子どもを公
的に養育すること）を必要と
する子どもを預かり育てる
里親制度への登録（養子
縁組里親を除く） 

・里親登録種別毎に定め
られた荒川区里親登録
基準（URL は欄外参照）
を満たしていること 

要 

子ども家庭部 
子ども家庭総合
センター 
フォスタリング担
当 
内線3934 

小災害見舞金（弔慰
金）の支給 

小災害により死亡した区民
の遺族に対して小災害弔
慰金を支給 

・遺族 要 

区民生活部 
地域つなぐ課 
庶務係 
内線2512 

荒川区区民交通傷害
保険 

死亡保険金受取人につい
て、法定相続人以外の特
定の方を定める場合は、所
定の方法により、被保険者
の同意の確認手続きが必
要 

・被保険者が本人確認書
類持参で来庁 
・被保険者同意書の提出 

不要 

区民生活部 
地域つなぐ課 
庶務係 
内線3782 

住民税の申告 
住民税（特別区民税・都民
税）の代理申告 

・区内在住 
・同一世帯 

不要 

区民生活部 
税務課 
課税係 
内線2318 

住民税の証明書の交付 
住民税の課税・非課税・納
税証明書の交付申請及び
受領 

・区内在住 
・同一世帯 

不要 

区民生活部 
税務課 
税務係 
内線2314 



 

荒川区里親登録基準掲載ページ URL 

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a039/kosodate/kosodateshien/satooya_ninteikijun.html 

サービス名称 サービス内容 必要な要件等 
受領証 
提示 

担当課 

介護保険負担限度額
認定証の交付 

介護保険負担限度額認定
証の交付申請及び受領 

・婚姻関係と同様の状態 
（内縁関係含む） 

要 

福祉部 
介護保険課 
介護給付係 
内線2431 

高齢者紙おむつ購入費
助成事業 

おむつ代助成対象者が死
亡した場合の請求すべき
おむつ代の請求 

・婚姻関係と同様の状態
（内縁関係含む） 

要 

福祉部 
高齢者福祉課 
高齢者福祉係 
内線2661 

障がい者紙おむつ購入
助成事業 

おむつ代助成対象者が死
亡した場合の請求すべき
おむつ代の請求 

・その者を介護していた親
族(婚姻と同様の状態に
ある者を含む。) 

要 

福祉部 
障害者福祉課 
障害サービス係 
内線2683 

福祉タクシー事業 
福祉タクシー利用券異動
届の提出 

・利用者又はその家族 要 

福祉部 
障害者福祉課 
障害サービス係 
内線2683 

自動車燃料費助成事
業 

助成決定者が死亡した場
合の、当該死亡した者に交
付すべき自動車燃料費助
成金の請求 

・生計を一にする家族又
は特に区長が認める者 

要 

福祉部 
障害者福祉課 
障害サービス係 
内線2683 

ストーマ装具購入費助
成事業 

受給者が死亡した場合、交
付すべき助成金の請求 

・生計を一にする家族又
は特に区長が認める者 

要 

福祉部 
障害者福祉課 
障害サービス係 
内線2683 

緊急通報システム事業 

一人暮らし等の重度身体
障がい者が、家庭内で病
気などの緊急事態に陥った
ときに民間機関に通報する
ことにより、関係機関及び
専門の現場派遣員が救護
等を行う 

・同居の家族全員が、就
学、就労、長期入院等に
より、重度身体障がい者
が一人暮らしの状態にあ
ると認められるとき 

要 

福祉部 
障害者福祉課 
障害サービス係 
内線2691 

心身障害者福祉手当
の支給 

受給者が死亡した場合に、
支払うべき心身障害者福
祉手当で、未支払分の請
求（区事業のみ） 

・同居の親族 要 

福祉部 
障害者福祉課 
障害サービス係 
内線2683 

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a039/kosodate/kosodateshien/satooya_ninteikijun.html

